
専門家に依頼すると費用
がどのくらいかかるか

わからない

相続で何から手をつければ
いいかよくわからない

どこに相談すればいいか
わからない

専門家への報酬は定額制で安心
困難事案でなければ司法書⼠と税理⼠の合計の報酬は、遺産総額の1.1％（税込み）の定額制です。
※相続税、登録免許税などの国税は別途必要です。これらは、ご⾃⾝がすべての⼿続きを⾏った場合でも必要となる費⽤です。

相続手続の新プラン

さかい司�書⼠事��さかい司�書⼠事��で�索

司�書⼠ 酒井  �
愛知�司�書⼠� �２０１７�

WEB https://sakai-shihou.com/

詳しくはこちらから詳しくはこちらから

のご案内のご案内
ノンストップサービスノンストップサービス

登記・税務の相続手続登記・税務の相続手続

そんなお悩みを解決いたします！そんなお悩みを解決いたします！

相続手続きの不安
　一気に解消しま

せんか？

相続手続きの不安
　一気に解消しま

せんか？

こんなお悩みありませんか？

お問い合わせお問い合わせ

⼆�元コードまたは、WEBサイトからお願いします。

相続ノンストップサービスの特徴
相続登記申請と相続税申告が一体となったパッケージ商品

お客様の手間を最小化

このプランでは、相続⼿続きのうち⼀般の⽅になじみが薄く、難しいところである相続登記と相続税申告をセットにしてご提供します。
完了後は専⾨家が作成した書類を⼀式お渡ししますので、この書類を⽤いて簡単に銀⾏の名義書換などをしていただけます。

相続⼿続きでは事務所での度重なる⾯談など、時としてお客様の負担は⼤きいものとなることもあります。
そこでこのプランでは、ご⾃宅や指定された場所に司法書⼠が出張したり、オンラインなどを活⽤することにより、お客様の不安や⼿間
を最⼩化し、最適なプランを提⽰することをお約束します。


